
福教ス発第 26 号 

令和６年８月 20日 

 

 

学校体育施設（体育館）使用団体 各位 

 

福生市教育委員会教育部  

スポーツ推進課長 近野 淳 

 

 

福生市立学校体育施設の開放に係る体育館空調設備の使用について（通知） 

 

 

このことについて、本市は熱中症予防の観点から、「福生市立学校体育施設の

開放に関する規則」に基づき学校体育施設（体育館）使用団体が学校体育館を使

用する際、一定の条件のもと、空調設備の使用を試行実施することといたしまし

た。 

つきましては、別紙「福生市立学校体育館空調設備 使用ガイドライン」を御

確認いただき、適切に空調設備を御使用いただきますようお願いいたします。 

 

対象期間：令和６年８月 23日（金）～令和６年９月 30日（月） 

 

なお、福生第一小学校及び福生第一中学校につきましては、空調設備故障のた

め、本試行実施の対象外といたします。 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

福生市教育委員会教育部 

スポーツ推進課スポーツ推進係 

電話 042-552-5511 

 

 

 

 

 

 



 

 

福生市立学校体育館空調設備 使用ガイドライン 
 

令和６年８月 19日施行 

福生市立学校施設設備使用条例・同施行規則及び福生市立学校体育施設の開

放に関する規則に基づき使用する福生市立学校体育館（以下「体育館」という。）

に設置されている空調設備を使用する場合は、本ガイドラインを遵守していた

だくようお願いします。 

 

１ 使用できる期間・時間 

期間・時間 使用の可否 

夏季（６月～９月）の 

９時から 21時まで 

学校体育館使用開始の時点で「２ 使用基準」を

満たしている場合のみ使用可能 

※使用中でも、21時には空調設備の電源を落とします。 

２ 使用基準 

項目 基準 

暑さ指数（WBGT） 学校体育館使用時の暑さ指数（WBGT）が 28

（厳重警戒）以上 

３ 使用料金 

当面の間、暫定的な措置として使用料金は無料としますが、事業継続性の観点

から、今後は有料化を検討していきます。 

４ 使用手順 

（１）施設使用時に各小・中学校窓口で記入する「施設使用簿」の「体育館空

調希望」欄に「〇」を付け、学校管理員に使用を希望する旨、お伝えくだ

さい。 

（２）希望を受け、学校管理員が学校体育館に設置しているWBGTの測定器

（学校ごとに形式は異なります）により、暑さ指数（WBGT）を確認し

ます。 

（３）確認した暑さ指数（WBGT）が 28 以上の場合、学校管理員が空調設

備を稼働させます。暑さ指数（WBGT）が 28 未満の場合、空調設備の

使用はできません 

（４）施設使用の終了１時間前までであれば、暑さ指数（WBGT）を再度確

認し、28以上だった場合は空調設備を稼働させます。 

５ 遵守事項 

（１）福生市は、福生市地球温暖化対策実行計画に基づき、福生市の管理する

施設等から排出される温室効果ガスの削減を図り、環境負荷低減に取り

組んでいます。空調設備使用の際は、必要最低限の使用（体育館の使用時

間≠空調設備の使用時間）に御協力ください。 

（２）空調設備を含む学校体育館は、学校教育に支障のない範囲で使用してい

ただくものです。日頃、児童・生徒が使用する大切な施設・設備であるこ

とを御留意いただき、丁寧に使用していただくよう御協力ください。なお、

空調設備の電源操作は、学校管理員が行いますので、操作が必要な場合は

必ずお声かけください。 



暑さ指数（WBGT）早見表 

 

 


